
 
 

各 位                                                              
           

                                     東京都自動車整備振興会技術講習所  
           

 
平成19年度第1期 

自動車整備技術講習 受講生募集のご案内 

 

●講習の種類、時間及び受講料           (テキスト代、保険料、消費税、地方消費税を含む) 

受  講  料 
講習の種類 講習時間

平日コース 

日曜コース 

9：30～16：30

夜間コース

18：00～ 

21：00 会  員 会員外 

３ 級 基 礎 48時間 全8回 全16回 28,000円 40,500円

３級自動車ガソリン･エンジン 96時間 全16回 全32回 54,500円 79,500円

２ 級 二 輪 自 動 車 132時間 全22回 ― 72,500円 106,500円

２ 級 ガ ソ リ ン 自 動 車 132時間 全22回 全44回 76,000円 110,000円

１ 級 小 型 自 動 車 182時間 日曜28回（9：15～16：45） 103,500円 150,500円

受講料のクレジット（1回、3回、6回、10回払い）が利用できます。 

 
●受付期間  平成１９年２月２１日(水)～３月１６日(金)※土･日曜を除く 
   （ 全 種 目 ）    （基礎講習に引続き３級本講習の受講を希望する方は期間内に同時にお申込下さい。） 

● 受付の際に必要なもの（各種目毎） 

①平成19年度第1期受講申込書(会員・会員外で別の様式となります。旧様式は使用不可。) 

※ 事前に、ホームページから取得するか受付場所でお申し付けください。 
※ 必要事項を記入。会員は在籍証明書欄に所属事業場より印（社印、事業主印）を受けてください。 

②受講資格が確認できる証書または整備技能者手帳 
※ 受講資格に係る基礎講習修了・学歴・整備士資格については、それらを証する証書・整備技能者手帳等を提
出・提示してください。 

③自動車整備作業の実務経験証明書（会員外は必ず添付してください。ただし基礎講習除く） 

※ 会員でも在籍証明書のみでは実務経験期間を満たさない場合は添付してください 

(実務経験証明書は証明内容が適当であると振興会が判断した場合にのみ有効となります) 

④官製はがき  各種目 1 枚【表面に(住所・氏名)明記のもの。裏面白紙。】 

   （3 級の場合、3 級基礎で 1 枚・3 級本講習(ガソリン)で 1 枚必要です） 

⑤受講料（現金）  ※クレジット希望者は銀行印、免許証のｺﾋﾟｰをお持ち下さい 

 

●受付場所     社団法人 東京都自動車整備振興会 

(会員外は本部で   本     部     渋谷区本町４－１６－４（東京都自動車整備教育会館）  03-5365-4300 

のみ受付します)  品  川  支  所     品川区東大井１－１２－１７(品川検査場構構内Ｄ棟2階)  03-3471-6931 

足  立  支  所     足立区南花畑４－１４－４(足立検査場前Ｄ棟1階)        03-3884-3211 

練  馬  支  所     練馬区北町２－８－１０(練馬検査場構内Ｄ棟2階)        03-3559-1161 

多  摩  支  所     国立市北３－２９－８(多摩軽検査場隣)          042-525-9919 

八 王 子 支 所     八王子市滝山町１－２６７－６(八王子検査場構内Ｆ棟)    0426-91-6117 

申込書・実務経験証明書は、ホームページ http://www.tossnet.or.jp/からどうぞ 



 

● 受講資格 

◆３級基礎講習 

  ・満１５歳以上の方 

        ３級本講習の受講を希望される方は、この３級基礎講習を受講し修了することが必要です。 

  なお、整備士資格をお持ちの方は基礎講習が免除されます。 

 

 

◆３級本講習(ガソリン) 
  ・３級基礎講習修了者（基礎講習修了日から３級本講習開講日の時点で２年を経過しない者）で、 

講習の修了日までに下記の自動車整備作業に関する実務経験を有する方。 

学歴等による区分(卒業又は修了者)及び資格区分 自動車整備作業に関する実務経験期間 

一      般 下記の学歴等に該当しない方 １  年  以  上 

大学、高校、専修(各種)学校 機械に関する学科 ６ ヶ 月 以 上 

大学、高専、高校 自動車に関する学科 

職業能力開発校 自動車整備科１年以上1400時間以上
実務経験不要 

自動車電気装置整備士の資格取得者 3級自動車ガソリンについて実務経験不要

※その他講習所規程に準ずる 

 

 

◆２級講習(ガソリン、二輪) 

   ・３級自動車整備士資格取得後、講習修了日までに下記の自動車整備作業に関する実務経験を有する方。 

学歴等による区分(卒業又は修了者) 
３級自動車整備士資格取得後の自動車整備 

作業に関する実務経験期間 

一     般 下記の学歴等に該当しない方 ３  年  以  上 
(平成１６年９月１０日以前３級資格取得者) 

高校、各種(専修)学校 機械に関する学科 

一種養成施設 ３級課程 

職業能力開発校 自動車整備科１年以上1400時間以上

２  年  以  上 
(平成１７年９月９日以前３級資格取得者) 

大学、高専 機械に関する学科 １年６ヶ月以上 
(平成１８年３月１０日以前３級資格取得者) 

職業能力開発校 自動車整備科２年以上2800時間以上 
１  年  以  上 

(平成１８年９月８日以前３級資格取得者) 

※ その他講習所規程に準ずる 

 

◆ 1級小型自動車講習 

・ ２級ガソリン及び２級ジーゼル整備士の両資格取得者で、講習の修了日までにいずれか一方の資格取得後 

３年以上の自動車整備作業に関する実務経験を有する方。 （平成１７年４月８日以前２級資格取得者） 

 ・ 一種養成施設（1級課程）の卒業（修了）者 

  

※修了後２年間 国家検定の実技試験が免除されますが、その期間内（2年）で検定申請（又は学科試験合格 
後の全部免除申請）を行う必要があります。 
１級小型自動車については、筆記又は口述試験合格後に当講習を受講する事をお勧めいたします。 

       

 



●教場別講習期間                  日程の詳細は、ホームページをご覧下さい 

教  場 コース 種     目 講   習   期   間 曜     日 

 

本部 

定員４０名 
 

日  曜 １ 級 小 型 9月9日～20年4月27日 日曜 

平  日 ２ 級 二 輪 4月11日～9月12日 水曜 

基   礎 4月1日～5月27日 日曜・祝日4/30 
３ 級 

ガソリン 6月10日～9月23日 日曜・祝日7/16･9/17日  曜 

２ 級 ガ ソ リ ン 4月1日～9月9日 日曜・祝日4/30 

基 礎 4月2日～5月24日 月・木中心 
３ 級 

ガソリン 6月7日～9月20日 月・木中心 

本部 
定員 
各５０名 

夜 間 

２ 級 ガ ソ リ ン 4月2日～9月6日 月・木中心 

基 礎 4月3日～5月25日 火・金中心 
３ 級 

ガソリン 6月8日～9月21日 火・金中心 
岩倉 
定員 

各５０名 

夜 間 

２ 級 ガ ソ リ ン 4月2日～9月5日 月・木中心 

基 礎 4月2日～5月24日 月・木中心 立川 
定員 

各３０名 

夜 間 ３ 級 
ガソリン 6月7日～9月20日 月・木中心 

（注意）①都合により上記コース日程等を変更する場合があります。 
②受講者数によっては、開講できないことがあります。 
③３級シャシは、第2期（平成19年度後期）本部日曜ｺｰｽに実施予定です。 
④立川分教場2級ガソリンは第2期（平成19年度後期）に実施予定です。 

 

● その他の注意事項 

①当講習課程を修了されますと修了種目について２年間、国家検定の実技試験が免除されます。 
②当講習は、講習修了日までに受講資格を満たしていることが必要です。 
③整備士資格取得には、別に行われる登録（又は検定）学科試験に合格することが必要となります。 
④証明書等のコピーは使用できません。 
⑤郵送による受付は行いません。 
⑥受講料領収書は確認が必要となる場合もありますので大切に保管してください。 
⑦修了するためには、全講習時間の80％以上の出席が必要です。（詳細は開講時に説明） 
 
 

● クレジット（1回、3回、6回、10回払い）ご利用についての留意事項 

① ㈱セントラルファイナンスとクレジット契約していただきます。 
② 口座振替での支払いになりますので、申し込み時に銀行印、免許証のｺﾋﾟｰをお持ち下さい。 
③ 審査には数日お待ちいただき、信販会社から電話にてお知らせいたします。 
④ 審査の結果、利用出来ない場合があります。 
⑤ 金利手数料が別途必要です。（昨年実績：３回払3.2％ 6回払4.08％ 10回払6.8％） 
  
 
 
 
 
 



 

● 講習所案内図 

 ※各教場とも、 
  自動車(バイク含)の乗 
  り入れは厳禁します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

● 自動車整備技術講習適用の給付金制度について 

◎教育訓練給付金 

当講習（厚生労働大臣指定講座）の修了後、受講者本人の申請により国から給付金が支給される制度です。 

講習初日に配布される「希望調査表」を指定期日までに講習所事務局に提出する必要があります。 

対象のクラス 

（厚生労働大臣指定講座）
２級ガソリン自動車     

給付金額 
雇用保険の被保険者期間５年以上 ⇒ 受講費用の４０％（最高２０万円） 

〃   ３年以上５年未満 ⇒ 受講費用の２０％（最高１０万円） 

条件 

 

  次の①～④すべてに該当する方 

① 雇用保険の被保険者期間が継続して５年(３年)以上の被保険者、又は５年(３
年)以上の期間を満たして離職後１年以内の方。 

② 受講生個人で受講料を負担される方。 
③ 当該講習を修了された方。 
④ 従前５年(３年)以内に本制度を利用していない方。 

受給対象者 受講者本人 

◎キャリア形成促進助成金 

この制度は事業主による年間職業能力計画を基に運用されるため、事前に関係機関への申請が必要となります。 

講習申込みの前に「雇用・能力開発機構」（TEL：０３－３８１６－８１６４）までお問い合わせください。 

 

 

● お問い合わせは 

東京都自動車整備振興会 教育部 
東京都渋谷区本町４－１６－４   TEL:０３－５３６５－４３００  

 


